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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第78期

第３四半期
連結累計期間

第79期
第３四半期
連結累計期間

第78期

会計期間
自 2020年３月１日
至 2020年11月30日

自 2021年３月１日
至 2021年11月30日

自 2020年３月１日
至 2021年２月28日

売上高 （百万円） 26,895 27,449 37,939

経常損失（△） （百万円） △6,812 △978 △9,036

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純損失（△）
（百万円） △1,255 △1,020 △4,988

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,930 △843 △4,644

純資産額 （百万円） 36,520 32,637 33,462

総資産額 （百万円） 53,893 49,486 52,926

１株当たり四半期（当期）純損

失金額（△）
（円） △103.75 △84.20 △412.07

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 67.6 66.0 63.2

 

回次
第78期

第３四半期
連結会計期間

第79期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年９月１日
至 2020年11月30日

自 2021年９月１日
至 2021年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 445.32 73.35

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　なお、当社の連結子会社であるルビー・グループ株式会社の全株式を2021年３月25日に譲渡いたしました。そのた

め、当連結会計年度の期首より、連結の範囲から除外しております。

　さらに、第３四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったサンヨーアパレル株式会社は、当社を存続

会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

(1)継続企業の前提に関する重要事象等

　当社は、前連結会計年度において５期連続の営業損失を計上し、３期連続で営業キャッシュ・フローがマイナスと

なり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。

　さらに、当連結会計年度におきましても、新型コロナウイルス感染症の終息に向けて２回目のワクチン接種が大き

く進捗したものの、新たにオミクロン株が登場し、緊急事態宣言が９月末日に解除されましたがコロナ前の状況まで

回復するには時間を要するものと思われます。

　しかしながら、第１四半期会計期間において従来の１年以内返済予定長期借入金28億円に加え、金融機関より30億

円の短期借入金の借換えを完了しております。さらに当社は2020年に発表した「再生プラン」の実行を着実に推進

し、必要な商品を適時に調達するプロセスが定着し、また商品仕入の権限機能の集中管理により仕入金額並びに在庫

圧縮を実現しております。原価率の削減を進め、値引き販売を大幅に減らし、適切な売上総利益率への改善を実現

し、新型コロナウイルス感染症の影響による売上高減少下でも売上総利益額の減少を極小化しております。さらに第

１四半期会計期間に実行した希望退職等により、販売費及び一般管理費を大幅に削減し、営業キャッシュ・フローの

改善を着実に進めております。

　上記のとおり、借入金の借換えや仕入改革、営業面での売上総利益率改善並びに販売費及び一般管理費の削減によ

り、新型コロナウイルス感染症の影響に耐えうる財務面での安定化を進めており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性は認められないものと判断しております。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間（2021年３月１日から2021年11月30日）におけるわが国経済は、昨年から引き続き新型

コロナウイルス感染症の影響を強く受け停滞状況が続いておりましたが、足元ではワクチン接種の進行に伴う感染者

数の大幅減少もあって緩やかな回復基調に転じつつあります。

　当アパレル・ファッション業界におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響による消費者の外出自粛、店舗

休業・営業時間短縮による市場収縮状態が続いておりましたが、９月末日の緊急事態宣言の全面解除以降、行動制限

の緩和が進み市場環境が徐々に改善に向かっております。

　こうした状況下、９月までは当社グループの主販路である百貨店中心に外出自粛による集客減や店舗休業の影響を

受け、売上低迷が続いておりましたが、10月以降は緊急事態宣言解除に伴い集客が徐々に回復し、また気温の低下も

相俟って、実店舗中心に秋冬商材の稼働が本格化してきております。結果として当第３四半期連結累計期間の売上高

は前年に対しては2.1％増となりました。

　一方で、全社を挙げて取り組んでいる「再生プラン」に基づく事業構造改革は順調に進捗しており、仕入原価低

減、在庫管理の強化、さらに実店舗・ＥＣ双方プロパー販売体制を堅持したことで、売上総利益率は目標通りの水準

を維持できており累計で49.6％と前年に対して9.2％改善しました。

　また、販売費及び一般管理費の削減が想定以上に進捗しており、営業損益、経常損益及び親会社株主に帰属する四

半期純損益については前年に対して大幅に改善しております。

　この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は274億４千９百万円（前年同期比2.1％増）、営業

損失は11億８千６百万円（前年同期は67億８千５百万円の営業損失）、経常損失は９億７千８百万円（前年同期は68

億１千２百万円の経常損失）となりました。さらに、緊急事態宣言の発出に伴う店舗の休業等による固定費等を特別

損失として計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純損失は10億２千万円（前年同期は12億５千５百万円

の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

　なお、当社グループは、アパレルを核とするファッション関連事業の単一セグメントでありますので、セグメント

情報の記載はしておりません。
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(2)財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ34億４千万円減少し、494億８千６百

万円となりました。これは受取手形及び売掛金が18億４千１百万円、商標権が28億４百万円それぞれ増加しました

が、現金及び預金が64億４千５百万円、のれんが12億４千８百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

　負債総額は前連結会計年度末に比べ26億１千５百万円減少し、168億４千８百万円となりました。これは短期借入

金が26億円増加しましたが、未払費用が27億１百万円、長期借入金が28億円それぞれ減少したこと等によるものであ

ります。

　また、純資産は利益剰余金が10億２千２百万円減少したこと等により326億３千７百万円となりました。

　この結果、自己資本比率は66.0％となりました。

 

(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更は

ありません。また、新たに生じた課題はありません。

 

(4)研究開発活動

　特記事項はありません。

 

(5)従業員数

　第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度に希望退職者の募集をしたことによる希望退職者180名（2021

年３月31日付）が退職しております。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2021年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(2022年１月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 12,622,934 12,622,934
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数　100株

計 12,622,934 12,622,934 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

　2021年９月１日～

　2021年11月30日
－ 12,622,934 － 15,002 － 3,800

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

    2021年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 488,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,077,600 120,776 －

単元未満株式 普通株式 56,634 － －

発行済株式総数  12,622,934 － －

総株主の議決権  － 120,776 －

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれておりま

す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれておりま

す。

２　「単元未満株式」には当社所有の自己株式39株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％）

 ㈱三陽商会
東京都新宿区四谷本塩町

６番14号
488,700 － 488,700 3.87

計 － 488,700 － 488,700 3.87

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年９月１日から2021

年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年３月１日から2021年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※１ 19,652 ※１ 13,206

受取手形及び売掛金 3,341 5,182

商品及び製品 9,406 9,744

その他 1,559 1,069

貸倒引当金 △12 △19

流動資産合計 33,947 29,184

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１ 3,813 ※１ 3,727

土地 ※１ 4,136 ※１ 4,136

その他（純額） ※１ 1,412 ※１ 1,211

有形固定資産合計 9,363 9,076

無形固定資産   

商標権 109 ※１ 2,913

のれん 1,248 －

その他 809 671

無形固定資産合計 2,167 3,584

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 4,954 ※１ 5,292

敷金及び保証金 1,559 1,264

繰延税金資産 5 －

退職給付に係る資産 872 1,061

その他 64 30

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 7,448 7,640

固定資産合計 18,979 20,302

資産合計 52,926 49,486
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年11月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,876 4,196

1年内償還予定の社債 20 －

短期借入金 ※１,※２ 3,200 ※１,※２ 5,800

未払費用 5,184 2,482

未払消費税等 957 194

未払法人税等 33 69

賞与引当金 193 103

返品調整引当金 10 10

その他 1,094 ※１ 1,516

流動負債合計 14,570 14,372

固定負債   

長期借入金 ※１ 2,800 －

長期未払金 108 ※１ 631

繰延税金負債 762 890

再評価に係る繰延税金負債 540 540

退職給付に係る負債 235 129

その他 447 283

固定負債合計 4,893 2,476

負債合計 19,464 16,848

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,002 15,002

資本剰余金 9,688 9,658

利益剰余金 6,109 5,086

自己株式 △1,044 △994

株主資本合計 29,755 28,753

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,721 2,013

繰延ヘッジ損益 － 0

土地再評価差額金 1,199 1,199

為替換算調整勘定 146 105

退職給付に係る調整累計額 639 565

その他の包括利益累計額合計 3,707 3,884

純資産合計 33,462 32,637

負債純資産合計 52,926 49,486
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日
　至　2020年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日
　至　2021年11月30日)

売上高 26,895 27,449

売上原価 16,019 13,834

売上総利益 10,875 13,615

販売費及び一般管理費 17,660 14,801

営業損失（△） △6,785 △1,186

営業外収益   

受取利息 6 0

受取配当金 139 76

助成金収入 ※２ 45 ※２ 188

その他 22 76

営業外収益合計 213 341

営業外費用   

支払利息 59 61

借入関連費用 16 －

持分法による投資損失 129 71

為替差損 29 －

その他 5 0

営業外費用合計 240 133

経常損失（△） △6,812 △978

特別利益   

固定資産売却益 ※１ 6,701 －

投資有価証券売却益 346 －

ゴルフ会員権売却益 － 6

助成金収入 ※２ 759 ※２ 249

解約違約金に係る未払費用の取崩益 ※３ 71 －

特別利益合計 7,878 256

特別損失   

固定資産売却損 21 －

固定資産除却損 58 4

減損損失 298 49

投資有価証券売却損 311 －

ゴルフ会員権売却損 3 5

解約違約金 280 －

臨時休業等による損失 ※４ 1,364 ※４ 209

特別損失合計 2,338 270

税金等調整前四半期純損失（△） △1,271 △992

法人税、住民税及び事業税 35 28

法人税等調整額 △38 △0

法人税等合計 △2 28

四半期純損失（△） △1,269 △1,020

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △13 －

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,255 △1,020
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日
　至　2020年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日
　至　2021年11月30日)

四半期純損失（△） △1,269 △1,020

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △665 291

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 19 △40

退職給付に係る調整額 △15 △73

その他の包括利益合計 △661 177

四半期包括利益 △1,930 △843

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,917 △843

非支配株主に係る四半期包括利益 △13 －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　2021年３月11日の取締役会において、当社の連結子会社であるルビー・グループ株式会社の全株式を譲渡する

ことを決議し、2021年３月25日に譲渡いたしました。

　これにより、当連結会計年度の期首より連結の範囲から除外しております。

　また、2021年２月26日の取締役会において、当社の連結子会社であるサンヨーアパレル株式会社の吸収合併を

決議し、2021年９月１日に吸収合併いたしました。

　これにより、当第３四半期連結会計期間において連結の範囲から除外しております。

 

（会計方針の変更等）

　該当事項はありません。

 

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて）

　新たにオミクロン株が登場し不透明な状況が加わっているものの、わが国ではワクチン接種の進捗に伴い新

規感染者数増加が著しく抑えられており、９月末日の緊急事態宣言の解除を受けて、10月以降百貨店を中心に

集客と売上が前年を超えるレベルに改善してきております。

　コロナと共存する前提で、十分な感染対策を講じつつ経済活動を再起動させ始めた状況ではありますが、当

社は売上高及び営業利益について回復が進むものの、アパレル・ファッション業界における消費環境は2022年

２月期まで当影響が継続するとの仮定は変更せず、売上高に関しては保守的な見積りとしております（主とし

て、継続企業の前提に係る将来の資金繰りの検討等）。

　なお、当該見積りは現時点の最善の見積りであるものの、見積りに用いた仮定に不確実性があり、新型コロ

ナウイルス感染症の終息時期及び経済環境への影響が変化した場合には、上記見積りの結果を通じ当社の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

（退職給付制度の改定について）

　当社は労使の合意を経て、2021年11月26日開催の取締役会において、退職給付制度の改定を行うことを決議

いたしました。現行の企業年金制度のうち、確定給付企業年金制度については企業型確定拠出年金制度へ移行

し、企業型確定拠出年金制度及び退職一時金制度からなる新制度に改定いたします。

　また、移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号 2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第２号 2007年２月７日）を適用し、企業型確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一

部終了の処理を行います。

　なお、当該制度の改定により特別利益の計上が見込まれる予定ですが、現在算定中であります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　借入金等に対する担保資産

前連結会計年度（2021年２月28日）

　下記資産について、取引銀行との借入（3,000百万円）及び当座貸越契約（貸越極度額4,000百万円）に対

しての根抵当権及び根質権の担保に供しております。

　なお、当座貸越契約に対応する借入残高は3,000百万円であります。

 

建物及び構築物 3,098百万円

土地 4,072

その他 36

投資有価証券 3,628

計 10,835

 

　上記の他に、金融機関とのL/C開設に対して、現金及び預金600百万円を担保に供しております。

 

当第３四半期連結会計期間（2021年11月30日）

　下記資産について、取引銀行との借入（2,800百万円）及び当座貸越契約（貸越極度額4,000百万円）に対

しての根抵当権及び根質権の担保に供しております。

　なお、当座貸越契約に対応する借入残高は3,000百万円であります。

 

建物及び構築物 2,991百万円

土地 4,072

その他 30

投資有価証券 4,098

計 11,193

 

　上記の他に、金融機関とのL/C開設に対して、現金及び預金600百万円を担保に供しております。

　上記資産の一部は、商標権取得に係る未払金（長期未払金を含む）1,439百万円の担保に供しておりま

す。

 

※２　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。なお、契約

に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

（2021年２月28日）
当第３四半期連結会計期間

（2021年11月30日）

当座貸越極度額 4,000百万円 4,000百万円

借入実行残高 3,000 3,000

差引額 1,000 1,000
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（四半期連結損益計算書関係）

※１　固定資産売却益

前第３四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年11月30日）

　固定資産売却益は、当社保有の三陽銀座タワーの建物及び土地等の売却益であります。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

　該当事項はありません。

 

※２　助成金収入

前第３四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年11月30日）

　改正特別措置法（新型インフルエンザ等対策特別措置法）に基づく緊急事態宣言の発出に伴い、店舗の休

業等を行っていた期間における雇用調整助成金等を営業外収益及び特別利益として計上いたしました。

　なお、特別利益に計上した助成金収入は特別損失に計上した臨時休業等による損失に対応する雇用調整助

成金等であります。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

　改正特別措置法（新型インフルエンザ等対策特別措置法）に基づく緊急事態宣言の発出に伴い、店舗の休

業等を行っていた期間における雇用調整助成金等を営業外収益及び特別利益として計上いたしました。

　なお、特別利益に計上した助成金収入は特別損失に計上した臨時休業等による損失に対応する雇用調整助

成金等であります。

 

※３　解約違約金に係る未払費用の取崩益

前第３四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年11月30日）

　店舗撤退に係る違約金交渉の結果、生じた取崩益であります。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

　該当事項はありません。

 

※４　臨時休業等による損失

前第３四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年11月30日）

　改正特別措置法（新型インフルエンザ等対策特別措置法）に基づく緊急事態宣言の発出により、約２ヶ月

間に及ぶ店舗の休業等による固定費等1,364百万円を特別損失として計上いたしました。

　主な項目としては、給与手当（主に店頭販売スタッフ）975百万円、その他に不動産賃借料並びに減価償

却費等となります。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

　改正特別措置法（新型インフルエンザ等対策特別措置法）に基づく緊急事態宣言の発出により、約２ヶ月

間に及ぶ店舗の休業等による固定費等209百万円を特別損失として計上いたしました。

　主な項目としては、給与手当（主に店頭販売スタッフ）169百万円、その他に不動産賃借料並びに減価償

却費等となります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年３月１日
至 2020年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年３月１日
至 2021年11月30日）

減価償却費 690百万円 798百万円

のれんの償却額 115 －
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年11月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月26日

定時株主総会
普通株式 278 23 2020年２月29日 2020年５月27日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

無配のため、該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年11月30日）

　当社グループは、アパレルを核とするファッション関連事業を単一の報告セグメントとしております。

ファッション関連事業以外の事業については重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

　当社グループは、アパレルを核とするファッション関連事業の単一セグメントでありますので、セグメント

情報の記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年３月１日
至　2020年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年３月１日
至　2021年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △103円75銭 △84円20銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円）
△1,255 △1,020

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失金額（△）（百万円）
△1,255 △1,020

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,105 12,124

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債について）

　当社は、2021年11月26日の取締役会において、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

の発行を決議し、2021年12月15日に払込手続きが完了いたしました。その概要は次の通りであります。

 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容

(1) 払込期日 2021年12月15日

(2) 社債及び新株予約権の発行価額

本社債の金額100円につき金100円にて発行し、発行価

額の総額は金553,550,000円となります。

他方で、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要し

ないものとします。

また、払込みに代えて、三井物産株式会社（以下「割

当予定先」といいます。）から当社に対する債権が給

付されますので、実際の金銭の払込みはありません。

(3) 当該発行による潜在株式数 487,709株

(4) 調達資金の額

金銭の払込みに代えて、割当予定先から当社に対する

債権の一部（ポール・スチュアートの日本国内におけ

る商標権の代金の一部）が給付されるため、該当しま

せん。

(5) 募集又は割当方法（割当予定先）
第三者割当の方法により、すべての本新株予約権付社

債を三井物産株式会社に割り当てます。

(6) 利率及び償還期日
利率：本社債に利息は付されません。

償還期日：2023年３月31日

(7) 償還価格 額面100円につき金100円

(8) 担保・保証の有無

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されず、ま

た本新株予約権付社債のために特に留保されている資

産はありません。

(9) 新株予約権に関する事項  

①新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

②新株予約権の総数 １個

③転換価額

1,135円

但し、発行要項に一定の場合に調整される旨の定めが

あります。

④行使期間 2021年12月16日から2023年３月30日まで

(10) 調達資金の使途

金銭の払込みに代えて、割当予定先から当社に対する

債権の一部（ポール・スチュアートの日本国内におけ

る商標権の代金の一部）が給付されるため、該当しま

せん。

(11) その他

上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証

券届出書の効力が発生し、払込期日においてその効力

が停止していないことを条件とします。

また、払込期日までに、割当予定先との間で総数及び

総額の引受契約が締結されない場合には、本新株予約

権付社債に係る発行は行われないこととなります。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年１月13日

株式会社三陽商会

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 田 中     敦

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 根 津 順 一

　監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社三陽

商会の2021年３月１日から2022年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年９月１日から2021年

11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年３月１日から2021年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三陽商会及び連結子会社の2021年11月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 

　監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 

　四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

　四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

　利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注） １　上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

        ２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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